
     第１章 名称及び事務所 

 第１条 本会は、横須賀市立野比中学校ＰＴＡといい、事務所を同校におく。 

     第２章 目的及び活動 

 第２条 本会は保護者と教職員が協力して、学校と家庭と社会における生徒の 

     幸福な成長をはかる事を目的とする。 

 第３条 本会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。 

       １ 生徒の福祉増進を計るために、保護者と教職員が協力する。 

       ２ 生徒の教育環境の向上を務める。 

       ３ 教育的財政を確立する事に協力する。 

     第３章 方 針 

 第４条 本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って     

活動する。 

       １ 生徒の教育および福祉のために活動する他の団体や機関と         

協力する。 

       ２ 特定の政党、宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を 

         目的とするような行為は行わない。 

       ３ 本会の役員の名で公私の選挙活動に関与しない。 

       ４ 学校の教育行政には干渉しない。 

     第４章 会員及び会費 

 第５条 本会の会員は、次の通りである。 

       １ 本校に在籍する生徒の父母、またこれに代わるもの 

       ２ 本校に在籍する教職員 

 第６条 本会の会費は、会員１人１ヶ月２００円とする。 

 第７条 本会の会員は、横須賀市ＰＴＡ協議会、神奈川県ＰＴＡ連絡協議会 

     および日本ＰＴＡ全国協議会の会員になる。 

 第８条 入退会については次の通りとする。 

１ 本会へは自由意志で入会または退会できる。 

２ 本会へ入会するとき入会届を提出する。 

３ 本会からの退会は次のとおりとする 

(1) 自動退会：生徒または教職員が卒業・異動等により 

本校から除籍となったとき自動退会となる。 

退会届は必要としない 

(2) 任意退会：自由意志により退会するときは退会届を 

提出する。 

     第５章 経 理 

 第９条 本会の活動に要する経費は、会費、自発的な寄付金およびその他の 

     収入により支弁される。 

 第１０条 本会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

 第１１条 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければ   

      ならない。 

 第１２条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

     第６章 役 員 

 第１３条 本会の役員は、次の通りとする。 

       会長   １名（保護者） 

       副会長  ２名（保護者） 

       書記   １名（教職員） 

       会計   ３名（保護者２名 教職員１名） 

 第１４条 役員は、他の役員及び委員を兼ねる事はできない。 

 第１５条 役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

 第１６条 役員は、推薦委員会によって選ばれ、総会において承認され      

なければならない。 

     第７章 会計監査委員  

 第１７条 本会の経理を監査するために、２名の会計監査委員をおく。 

 第１８条 会計監査委員は、他の役員を兼ねる事はできない。 

 第１９条 会計監査委員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

 第２０条 会計監査委員は、推薦委員会によって選ばれ、総会において承認され

なければならない。 

     第８章 役員、会計監査委員の任務 

 第２１条 本会の役員の任務は、次の通りとする。 

       １ 会長 

          (1)  本会を代表し、総会及び運営委員会を招集する。 

         (2) 他の役員及び校長の意見をきいて常置委員会の委員長を 

            委嘱する。 

         (3) 運営委員会の承認を得て、特別委員会の委員長を委嘱 

            する。 

        (4) 会長は推薦委員会、会計監査の集会を除く全ての          

集会に出席して意見を述べる事ができる。 

       ２ 副会長 

          会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行       

する。 

       ３ 書記 

         (1) 会の審議事項を処理し、総会及び運営委員会の議事、 

           ならびに会の活動に関する重要事項を記録する。 

         (2) 記録、通信その他の書類を保管する。 

         (3) 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。 

       ４ 会計 

         (1) 総会で決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務 

           を処理する。 

         (2) 総会において、会計監査を経た決算を報告する。 

         (3) 本会の財産を管理する。 

         (4) 予算の立案について協力する。 

 第２２条 会計監査委員の任務は、次の通りとする。 

       １ 中間及び年度末に定例会計監査を行なう。 

       ２ 必要に応じ臨時会計監査を行なう事ができる。 

     第９章 総 会 

 第２３条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。 

 第２４条 毎年次の定例総会を開く。議案は、その１週間前までに会員に 

提示する。但し、２月総会は文書総会とする。 

       １ ５月総会 (1) 前年度決算及び事業報告 

              (2) 本年度予算及び事業計画審議 

              (3) その他 

       ２ ２月総会 (1) 新年度役員及び会計監査委員の承認 

              (2) その他 

 第２５条 総会は会長が招集する。但し、運営委員会が必要と認めた時、 

      または会員の１０分の１以上の要求があった時は、会長は、 

      臨時総会を召集しなければならない。 

 第２６条 総会の定足数は、会員総数の５分の１とする。但し、委任状を 

      含める。 

      文書総会の定足数は、会員総数の過半数とする。 

 第２７条 総会の議決は、出席者の過半数の賛成による。 

       文書総会の議決は、提出された決議書の過半数の承認による。 

     第１０章 運営委員会 

 第２８条 運営委員会は、役員、常置委員会の委員長、特別委員会の 

      委員長および校長、教頭で構成する。 

 第２９条 運営委員会は、総会の決議に基づいて本会の活動を推進し 

      総会に提出する議案を作成する。 



 第３０条 運営委員会は会長が招集する。例会は、原則月１回開かれる。 

また、会長が必要と認めた時は、臨時に開くことができる。 

      定足数は構成員の３分の２以上とする。 

 第３１条 運営委員会の議決は、出席者の過半数の賛成による。 

     第１１章 常置委員会及び特別委員会 

 第３２条 本会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案する 

      ために常置委員会をおく。 

 第３３条 特別委員会は、必要に応じて設ける事ができる。 

 第３４条 常置委員会および特別委員会の決定事項は、運営委員会の承認を経て 

      行なう。 

     第１２章 個人情報取扱 

 第３５条 本会がＰＴＡ活動を推進するために必要とする個人情報の取得、 

      利用、提供および管理については、横須賀市野比中学校ＰＴＡ個 

人情報保護規程を定め、適正に運用する。 

第１３章 細 則 

 第３６条 運営委員会は、本会の運営に関し必要な細則を定める事ができる。 

 第３７条 細則の制定または改廃は、次期総会において報告されなければ      

ならない。 

     第１４章 改 正 

 第３８条 規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正する 

       事ができる。但し、文書総会においては提出された決議書の３分の 

２以上の承認により改正できる。 

 

            附  則 

  この規約は、昭和５２年（１９７７年）４月２３日から施行する。 

  平成２５年（２０１３年）２月２２日改正、同年４月１日施行 

  平成３１年（２０１９年）２月２６日改正、同年４月１日施行 

  令和２年（２０２０年）１２月１４日改正 令和３年４月１日施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


